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頁 該当箇所 
修正内容 

誤 正 

P.6 Ａ21  (略) 

 すなわち、本指針のⅤ1(5)②i において初診の場

合に処方を行わないものとして列挙している医薬

品については、初診をオンライン診療により実施

し、２度目以降の診療（再診）もオンライン診療で

実施した患者に対して処方を行う場合、初診と同等

に取扱うことが妥当です。その趣旨については、A18

もご参照ください。 

また、A17の「過去の診療録」については、初診

及び２度目以降の診療（再診）を全てオンライン診

療で実施した場合の診療録を含むものではありま

せん。 

（略） 

すなわち、本指針のⅤ1(5)②i において初診の場合

に処方を行わないものとして列挙している医薬品に

ついては、初診をオンライン診療により実施し、２度

目以降の診療（再診）もオンライン診療で実施した患

者に対して処方を行う場合、初診と同等に取扱うこと

が妥当です。その趣旨については、A20もご参照くだ

さい。 

また、A19の「過去の診療録」については、初診及

び２度目以降の診療（再診）を全てオンライン診療で

実施した場合の診療録を含むものではありません。 

P.9 Ａ30 （略） 

ただし、Ｑ25の留意事項も参照してください。 

（略） 

ただし、Ｑ29の留意事項も参照してください。 

P.10 Ａ31 （略） 

ただし、Ｑ25の留意事項も参照してください。 

（略） 

ただし、Ｑ29の留意事項も参照してください。 
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